
熱海市廃棄物処理施設設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和２年１０月２日 

                          熱海市長 齊 藤  栄 

熱海市条例第２３号 

   熱海市廃棄物処理施設設置条例の一部を改正する条例 

熱海市廃棄物処理施設設置条例（平成１１年熱海市条例第３号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条の表熱海市大黒崎し尿管理センターの項を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（熱海市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部

改正） 

２ 熱海市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例（昭和

３９年熱海市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第１５号を削り、第１６号を第１５号とし、第１７号から第２５号までを１号ず

つ繰り上げる。 

 （熱海市基金条例の一部改正） 

３ 熱海市基金条例（平成２９年熱海市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項の表中「ごみ及びし尿処理施設並びに」を「一般廃棄物処理施設及び」に改

める。 


